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１【提出理由】

　2022年６月24日開催の当行定時株主総会において、当行及び株式会社愛知銀行が共同株式移転の方法により両行の完

全親会社「株式会社あいちフィナンシャルグループ」を設立することが承認可決され、2022年10月３日付で同社が設立

されました。これに伴い、当行の親会社及び主要株主に異動がありましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号及び第４号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであ

ります。

 

２【報告内容】

(１）親会社の異動

① 当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容

名称　　　　　　株式会社あいちフィナンシャルグループ

住所　　　　　　愛知県名古屋市中区栄三丁目14番12号

代表者の氏名　　代表取締役社長　伊藤　行記

資本金の額　　　20,000百万円

事業の内容　　　銀行及び銀行法により子会社とすることのできる会社の経営管理及びこれに付帯関連する一切の

業務並びに銀行法により銀行持株会社が営むことができる業務

 

② 当該異動の前後における当該提出会社の親会社の所有に係る当該提出会社の議決権の数及び当該提出会社の総株主

等の議決権に対する割合

 所有議決権の数 総株主等の議決権に対する割合

異動前 ―個 ―％

異動後 132,397個 100％

 

③ 当該異動の理由及びその年月日

　異動の理由　　　株式移転による完全親会社設立のため

　異動の年月日　　2022年10月３日

 

(２）主要株主の異動

① 当該異動に係る主要株主の名称

　主要株主となる者　　　株式会社あいちフィナンシャルグループ

　主要株主でなくなる者　ミソノサービス株式会社

 

② 当該異動の前後における当該主要株主の所有に係る当該提出会社の議決権の数及び当該提出会社の総株主等の議決

権に対する割合

 

株式会社あいちフィナンシャルグループ

 所有議決権の数 総株主等の議決権に対する割合

異動前 ―個 ―％

異動後 132,397個 100％

 

ミソノサービス株式会社

 所有議決権の数 総株主等の議決権に対する割合

異動前 21,740個 10.03％

異動後 ―個 ―％

（注）　異動前の総株主等の議決権に対する割合は、2022年３月31日現在の発行済株式総数21,780,058株から、同

日現在の議決権を有しない株式102,258株を控除した株式数21,677,800株に係る議決権の数216,778個を基準

に、小数点第三位以下を四捨五入の上で算出しております。
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③ 当該異動の年月日

2022年10月３日

 

④ 本報告書提出日現在の資本金の額及び発行済株式総数

資本金の額　　　　　　　　31,879,525,019円

発行済株式総数　　普通株式　　13,239,701株

以　上
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